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－１－ 

 

 

第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

 １．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

   「環境影響評価法」第７条の規定に基づき，当社は環境の保全の見地からの意見を求

めるため，方法書を作成した旨及びその他事項を公告し，方法書を公告の日から起算し

て１月間縦覧に供した。 

 

  （１）公告の日 

     平成２４年２月２４日（金） 

 

  （２）公告の方法 

    ① 平成２４年２月２４日（金）付けで，以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

                           ［ 別紙１－１，１－２ 参照 ］ 

     ・北海道新聞（朝刊３１面，札幌本社版） 

     ・朝 日 新 聞（朝刊２６面，北海道版） 

     ・読 売 新 聞（朝刊３２面，北海道版） 

     ・毎 日 新 聞（朝刊２５面，北海道版） 

     ・日本経済新聞（朝刊３９面，北海道版） 

    ② 上記の公告に加え，次の「お知らせ」を実施した。 

     ・自治体の広報誌へ掲載した。              ［ 別紙２ 参照 ］ 

       広報お た る ３月号（Ｎｏ.７６３）Ｐ１６ 

       広報いしかり ３月号（Ｎｏ.７１２）Ｐ２２ 

       広報さっぽろ ３月号（Ｎｏ.６２４）Ｐ３２ 

       広報とうべつ ３月号（Ｎｏ.７０２）Ｐ１４ 

     ・自治体（北海道，小樽市，石狩市，札幌市，当別町）ホームページ及び当社 

ホームページへ掲載した。         ［ 別紙３－１～３－６ 参照 ］ 

  



 

－２－ 

 

 

  （３）縦覧場所 

     自治体庁舎５箇所，当社事業所３箇所の計８箇所及びインターネットの利用によ

る縦覧を実施した。 

    ① 自治体庁舎 

     ・北 海 道 庁 環境推進課     （札幌市中央区北３条西６丁目） 

     ・小樽市役所 企画政策室統計担当 （小樽市花園２丁目１２番１号） 

     ・石狩市役所 環境課       （石狩市花川北６条１丁目３０番地２） 

     ・札幌市役所 環境共生推進担当課 （札幌市中央区北１条西２丁目） 

     ・当別町役場 環境生活課     （石狩郡当別町白樺町５８番地９） 

    ② 当社事業所 

     ・札 幌 支 店           （札幌市中央区大通東１丁目２番地） 

     ・小 樽 支 店           （小樽市富岡１丁目９番１号） 

     ・札幌北支社           （札幌市北区篠路２条２丁目８番１８号） 

    ③ インターネットの利用 

      当社ホームページに方法書の内容を掲載した。      ［ 別紙４ 参照 ］ 

 

  （４）縦覧期間 

     平成２４年２月２４日（金）から平成２４年３月２３日（金）までとした。 

     平日の９時から１７時までとし，当社事業所及び当社ホームページでは，さらに

縦覧期間終了後も平成２４年４月６日（金）まで閲覧可能とした。 

     インターネットの利用による電子図書の閲覧は，縦覧期間中には常時アクセス可

能な状況とした。 

 

  （５）縦覧者数 

     総 数      １５名（縦覧者記録用紙記載者数）   ［ 別紙５ 参照 ］ 

     （内訳） 

      ① 自治体庁舎 

       ・北 海 道 庁  １名 

       ・小樽市役所  １名 

       ・石狩市役所  ４名 

       ・札幌市役所  ２名 

       ・当別町役場  ０名 

      ② 当社事業所 

       ・札 幌 支 店  ５名 

       ・小 樽 支 店  １名 

       ・札幌北支社  １名 

  



 

－３－ 

 

 

 ２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 

   「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成２３年法律第２７号）第７条の２の

規定に基づき，施行前ではあるが，方法書の記載事項を周知するための説明会を自主的

に開催した。 

   説明会の開催の公告は，方法書の縦覧等に関する公告（お知らせ）と同時に行った。 

 

  （１）開催日時 

     平成２４年３月８日（木） １８時３０分～２０時２０分 

 

  （２）開催場所 

     花川北コミュニティセンター ホール（石狩市花川北３条２丁目１９８番１号） 

 

  （３）来場者数 

     ７０名 

 

 ３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

   「環境影響評価法」第８条の規定に基づき，環境の保全の見地からの意見を有する者

の意見書の提出を受け付けた。 

 

  （１）意見書の提出期間 

     平成２４年２月２４日（金）から平成２４年４月６日（金）まで 

     （縦覧期間及びその後２週間とし，郵送受付は当日消印有効とした。） 

 

  （２）意見書の提出方法                    ［ 別紙６ 参照 ］ 

    ① 縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

    ② 当社への郵送による書面の提出 

 

  （３）意見書の提出状況 

     意見書の提出は４通，意見総数は１８件であった。 

  



 

－４－ 

［ 別紙１－１ ］ 

 

日刊新聞紙に掲載した公告（１） 

 

○ 平成２４年 ２ 月２４日（金）掲載 

・北海道新聞（朝刊３１面，札幌本社版） 

・朝 日 新 聞（朝刊２６面，北海道版） 

・読 売 新 聞（朝刊３２面，北海道版） 

・毎 日 新 聞（朝刊２５面，北海道版） 

 

  



 

－５－ 

［ 別紙１－２ ］ 

 

日刊新聞紙に掲載した公告（２） 

 

○ 平成２４年 ２月２４日（金）掲載 

・日本経済新聞（朝刊３９面，北海道版） 

 
  



 

－６－ 

［ 別紙２ ］ 

 

自治体広報誌への掲載 

 

○ 広報おたる ３月号（Ｎｏ.７６３）Ｐ１６ 

○ 広報いしかり ３月号（Ｎｏ.７１２） 

Ｐ２２ 

○ 広報とうべつ ３月号（Ｎｏ.７０２） 

Ｐ１４ 

○ 広報さっぽろ ３月号（Ｎｏ.６２４） 

Ｐ３２ 

  



 

－７－ 

［ 別紙３－１ ］ 

 

北海道ホームページに掲載したお知らせ 

 

○ 平成２４年２月２４日（金）から掲載 

 

 

 

  



 

－８－ 

［ 別紙３－２ ］ 

 

小樽市ホームページに掲載したお知らせ 

 

○ 平成２４年２月２４日（金）から掲載 

 

  



 

－９－ 

［ 別紙３－３ ］ 

 

石狩市ホームページに掲載したお知らせ 

 

○ 平成２４年２月２４日（金）から掲載 

 

 

  



 

－１０－ 

［ 別紙３－４ ］ 

 

札幌市ホームページに掲載したお知らせ 

 

○ 平成２４年２月２５日（土）から 

 

  



 

－１１－ 

［ 別紙３－５ ］ 

 

当別町ホームページに掲載したお知らせ 

 

○ 平成２４年２月２７日（月）から掲載 

 

 

  



 

－１２－ 

［ 別紙３－６ ］ 

 

当社ホームページに掲載したお知らせ 

 

○ 平成２４年２月２３日（木）から掲載 

 

  



 

－１３－ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

－１４－ 

 

 

 

 

【 添付資料 】 

 

  



 

－１５－ 

 

 

 

 

 

 

  



 

－１６－ 

 

 

 

 

 

 

  



 

－１７－ 

 

 

 

 

 

 

  



 

－１８－ 

 

 

 

 

 

 

  



 

－１９－ 

 

 

 

 

 

 

  



 

－２０－ 

［ 別紙４ ］ 

 

当社ホームページに掲載した方法書の内容 

 

○ 平成２４年２月２４日（金）から掲載 

 

 

  



 

－２１－ 

［ 別紙５ ］ 

 

縦覧場所に設置した縦覧者記録用紙 

 

 

  



 

－２２－ 

［ 別紙６ ］ 

 

縦覧場所に用意した意見書（様式） 

 

 

  



 

－２３－ 

 

 

第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要とこれ 

    に対する当社の見解 

 

    「環境影響評価法」第８条第１項の規定に基づいて，当社に対して意見書の提出に 

   より述べられた環境の保全の見地からの意見は１８件であった。 

 

    「環境影響評価法」第９条及び「電気事業法」第４６条の６第１項の規定に基づく， 

   方法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は，次のとおりである。 

 

  



 

－２４－ 

 

 

環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解 

 

１．事業計画 

Ｎｏ． 意見の概要 当社の見解 

１ Ｐ２．２-１ 
３．発電所の出力に１６０万ｋＷ程度とある
が，その根拠を記載してほしい。 

石狩湾新港発電所は，今後も堅調な増加が想
定される電力需要に対応するとともに，燃料種
の多様化を図り，将来的な電力の安定供給を確
実なものとするため導入を計画したものです。 
とりわけ，当社（グループ会社を含む）の既

設火力設備については，平成３１年度までに全 
１３機中６機（１３０万ｋＷ程度）が，平成４０年度
までに１１機（３１０万ｋＷ程度）が運転開始４０年
を経過し，経年化が進展するため，故障等によ
る発電停止の頻度が増加することが懸念されま
す。 
また，風力，太陽光といった再生可能エネル

ギー導入拡大が想定されるなか，調整力を確実
に担う信頼性の高い電源の確保が必要となって
おります。 
以上のような状況に備え，運用性に優れた新

鋭ＬＮＧ火力を早期に導入する計画といたしま
した。 
発電設備は，高い熱効率と優れた環境特性に

加え，中長期的な発電所運用の変化にも柔軟に
対応が可能な運用特性を勘案し，単機出力５０
万ｋＷ級の機種から選定する計画としておりま
す。 
このように中長期的な観点から，計画してい

る運転開始年度に，１～３号機各５０万ｋＷ級を導
入することとし，総出力は１６０万ｋＷ程度を想
定しております。 

２ 配置図について 
方法書の第２．２-４図（１）発電所の配置

計画の概要は，１号機だけの配置図です
か？ 
１号機だけの配置図を示すのはおかし

いのではありませんか？ 
環境への影響を調査，予測，評価するの
に，１号機だけでできますか？ 

それとも，２号機，３号機も含まれて
いるのですか？ 

でしたら，海の部分には何ができるの
ですか？ 

環境影響評価方法書（以下「方法書」とい
う。）第２．２-４図（１）「発電所の配置計画の概
要」（Ｐ２．２-５）については，号機別の詳細な
配置計画が決まっていないため，１～３号機を
含んだ全体の配置計画を示しております。 
詳細な配置計画については，今後，検討を行

い，その結果を環境影響評価準備書（以下「準
備書」という。）に記載いたします。 
また，海の部分には，１～３号機用の放水路

及び放水口を設置する計画としております。 
なお，放水路及び放水口は１～３号機共用と

する計画ですが，設置数については，今後，検
討を行い，準備書に記載いたします。 

３ Ｐ４．１-１ 
第４章 対象事業に係る････評価の手法 
・下から８行目に「若干の樹木伐採があ

る。」とありますが，具体的にどこか
記載して下さい。 

対象事業実施区域のうち，陸域の大部分は埋
立地であり，動植物に関する既存資料が尐ない
ことから，情報を把握できませんでした。 
そのため，動植物の生息・生育状況を把握す

ることを目的に，昨年の５～９月にかけて，対
象事業実施区域及びその周囲１ｋｍの範囲を対象
として，予備調査を実施いたしました。 
その結果，発電所計画地の一部で，埋立後に

生育したヤナギ類の低木を確認いたしました。 
発電所計画地では敷地の造成・整地等を計画

していることから，確認したヤナギ類の低木の
伐採を計画しております。 

  



 

－２５－ 

 

２．環境全般 

Ｎｏ． 意見の概要 当社の見解 

４ 電子縦覧について 
私たちが北電泊原発のいわゆる「やら

せ」問題から学んだことは，手続きを正
しく行うことの重要性です。石狩湾新港
発電所建設計画の環境影響評価において
も，手続きを正しく行うことが肝要で
す。 

電子縦覧については，一般市民が方法
書をじっくり読んで，より広く適正な意
見を北電に提出できるように，閲覧だけ
ではなく保存・印刷ができるようにして
ください。また，意見書の提出を電子 
メールでも可能にしてください。 

手続きを正しく行うこと，一般市民の
意見をより広くきちんと受け止めること
は北電の今の課題ではありませんか？ 

準備書・評価書では，期待していま
す。 

手続きについては，「環境影響評価法」（平
成９年法律第８１号）第７条に基づき１月間縦覧す
るとともに，縦覧期間終了後も当社事業所にお
いて２週間閲覧可能な状態といたしました。 
今回の電子縦覧は，「環境影響評価法の一部

を改正する法律」（平成２３年法律第２７号）の
施行前ではありますが，同法の改正内容を踏ま
え，自主的な取組みとして実施したものです。 
保存・印刷，電子メールでの意見受付につい

ては，著作権の侵害，ファイルの改ざん等の懸
念があることから，今後，検討を行い，準備書
の電子縦覧までに取扱いを整理いたします。 

  



 

－２６－ 

 

３．大気質 

Ｎｏ． 意見の概要 当社の見解 

５ 何もないところに設けられる施設によ
り，１０ｋｍ程の距離に生活する者として
は，不安があります。 

風向により，窒素酸化物が落下するの
ではないか，光化学スモッグが発生する
のではないかと。植物への影響も同じく
不安です。その点のより詳しい考察をお
願いします。 

本事業に係る環境影響評価の項目並びに調
査，予測及び評価の手法は，「発電所アセス省
令※」に基づき，本事業の事業特性及び地域特
性を踏まえ選定いたしました。 

窒素酸化物は，施設の稼働（排ガス）に伴い
発生することから，環境影響評価の項目として
選定しております。 

窒素酸化物の排出量低減対策としては，低 
ＮＯｘ燃焼器を採用するとともに，ばい煙処理
設備として排煙脱硝装置を設置する計画として
おります。 

これら設備の諸元と気象観測等の結果を用い
て，対象事業実施区域（発電所）を中心とした
半径２０ｋｍの範囲について，窒素酸化物に係る
大気拡散の予測・評価を行い，その結果を準備
書に記載いたします。 

光化学スモッグの原因である光化学オキシダ
ントは，窒素酸化物と揮発性有機化合物
（VOC）が，太陽からの強い紫外線を受けて
化学反応し生成されることから，上記の窒素酸
化物の排出量低減対策に加え，VOC の排出量
低減対策として，建屋や煙突の塗装は可能な限り
低 VOC 塗料を使用し，光化学オキシダントの
生成抑制を図る計画としております。 

窒素酸化物による植物への影響は，「新・公
害防止の技術と法規 ２０１２ 大気編」（社団法
人産業環境管理協会，平成２４年）によると，
大気中で数百ｐｐｂ～数ｐｐｍの濃度レベルで発生
するとされております。 
天然ガスを燃料としたコンバインドサイクル

発電の事例では，窒素酸化物の最大着地濃度
（年平均値）は概ね０．０００１ｐｐｍ（０．１ｐｐｂ）
以下であることから，植物への影響はないと考
えております。 
 

※「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境

影響評価の項目並びに当該項目に係る調査，予

測及び評価を合理的に行うための手法を選定す

るための指針，環境の保全のための措置に関す

る指針等を定める省令」（平成１０年通商産業

省令第５４号） 

６ 使用する燃料の成分が不明なため，大
気測定項目が妥当なものなのかどうか不
明。 

具体的には，Ｓ分，Ｎ分の割合を明記
すること。 

発電用燃料として使用する天然ガスは，液化
過程で硫黄分等の不純物が除去されるため，施
設の稼働（排ガス）に伴い，硫黄酸化物及びば
いじんは発生いたしません。 

窒素酸化物は，施設の稼働（排ガス）に伴
い，主に空気中の窒素が燃焼により高温で酸化
されて発生することから，環境影響評価の項目
として選定しております。 

使用する燃料の性状については，準備書に記
載いたします。 

  



 

－２７－ 

 

４．水環境 

Ｎｏ． 意見の概要 当社の見解 

７ 石狩湾全体への影響について 
石狩川から石狩湾に流れ込む土砂の量

が，以前に比べ減ってきているので，砂
浜海岸への砂の供給が減ってきていると
言われています。 

また，石狩湾新港ができ北防波堤がで
きてのち，小樽ドリームビーチの砂が波
にえぐり取られるようになったので，巷
では，石狩湾新港が石狩湾内の潮の流れ
を変え，その結果，小樽ドリームビーチ
などがえぐられているのではないか？と
も言われています。 

砂が減ったところと，増えたところが
あります。 

石狩市域の海岸線でも，新港の東側の
砂が増えたところと，はまなすの丘の先
端部のように抉られているところがあり
ます。 

北防波堤の沖側の対象事業実施区域の
実線部分には放水口以外に，何ができる
のですか？ 

他の電源の発電所のためのものではあ
りませんか？ 

現在の北防波堤よりも突出するなら
ば，石狩湾の潮の流れにさらに影響を及
ぼす可能性はありませんか？地域を限定
した流況（流向および流速）あるいは漂
砂調査ではなく，石狩湾全体への影響を
調べる必要があるのではありませんか？ 

外洋ではないので，石狩湾という閉鎖
性海域での複雑な潮の流れを調査する必
要があると思います。 

北防波堤の沖側の対象事業実施区域の実線
は，石狩湾新港発電所の放水口を設置する範囲
及びその工事範囲を示しており，その他の構造
物等の設置は計画しておりません。 
放水口の詳細は検討中ですが，形状は円盤

状，寸法は直径１０数ｍ程度，高さ３ｍ程度と
し，水深１５ｍ程度の海底付近に設置する計画と
しております。 
放水口の設置は，限られた範囲であることか

ら，周辺海域の流況（流向及び流速）への影響
は小さいものと考えております。 
放水口の計画については，今後，詳細検討を

行い，準備書に記載いたします。 

８ Ｐ４．２-２２～２４ 第４．２-２図（１）（２）（３） 
・排水中のＣＯＤ，ノルマルヘキサンの

量は，決して尐ないとは言えないと思
いますので，測定データはしっかり取
るべきと思います。 
測定点は，おおむね妥当と思われます
が，漁業権のある区域への影響が気に
なります。水温についても同様です。
充分な配慮をお願いします。 

排水中のＣＯＤ及びノルマルヘキサン抽出物
質含有量については，「石狩湾新港地域に係る
環境影響評価書（確定）」（北海道，平成９
年）において，水質汚濁に係る配慮事項（事業
を実施しようとする者が環境保全のために配慮
すべき事項）として記載されている数値に基づ
き，方法書第２．２-６表（Ｐ２．２-１１）のとおり
設定しております。 
排水の水質は，排水処理装置出口で定期的に

測定し，管理する計画としております。 
海域の調査範囲の設定にあたり，発電所から

の温排水による水温上昇が想定される拡散範囲
を簡易的な手法により予測した結果，その範囲
は，放水口を起点として，海岸と平行に各々約
３００ｍ，沖合方向に約４００ｍとなっておりま
す。 
予測した拡散範囲から漁業権のある区域まで

は，最も近い小樽側で海岸と平行に約１ｋｍ，沖
合方向に約２ｋｍ離れていることから，漁業権の
ある区域での調査は計画しておりません。 
なお，調査範囲内における水の汚れ及び水温

については，現地調査を行った上で予測・評価
を実施し，その結果を準備書に記載いたしま
す。 

  



 

－２８－ 

 

５．動物・植物・生態系 

Ｎｏ． 意見の概要 当社の見解 

９ Ｐ３．１-１０４ 第３．１-３１図 
陸域の植物の重要な群落等の確認位置 
・特定植物群落（石狩海岸の砂丘林）が

示されているが，小樽側はないので 
しょうか。 

小樽側について再調査した結果，「第２回自
然環境保全基礎調査 北海道動植物分布図（渡
島・檜山・後志支庁）」（環境庁，昭和５６
年）及び「第３回自然環境保全基礎調査 北海
道自然環境情報図（渡島・檜山・後志支庁）」
（環境庁，平成元年）には，小樽側に特定植物
群落（石狩海岸の砂丘林）が記載されていたこ
とから，準備書には小樽側についても記載いた
します。 

１０ Ｐ３．２-７９ 第３．２-１４図（１） 
自然関係法令等による指定の状況 
・「北海道自然環境保全指針」の「すぐ

れた自然地域」の標示（？），あるいは
記載（？）がぬけていると思います。石
狩砂丘，カシワの海岸林，砂浜に何ら
かの印がつくべきです。 

「北海道自然環境保全指針」（平成元年北海
道）において，石狩砂丘，カシワの海岸林及び
砂浜は，それぞれ主要な位置が記載されており
ますが，それらの範囲は明示されていないこと
から，方法書第３．２-１４図（１）（Ｐ３．２-７９）に
示しておりません。 

１１ 海岸防風林について 
「環境影響評価方法書のあらまし」の

鳥瞰図では，海岸防風林に実線部分がか
かっています。また，「方法書」第２.２-
２図 対象実施区域の位置及び周辺の状
況での，海岸防風林に実線部分がかかっ
ています。 

何本くらいの木が切られるのですか？
貴重な生物は本当にいないのですか？ 

このカシワ天然林の海岸防風林は，開
拓使時代のおわりごろには防風林として
重要視され，札幌県時代の明治１６年に
禁伐林となりました。『北海道山林史』
は，この禁伐林指定をもって，北海道の
防風林の始まりとしています。また，植
林したクロマツ海岸林などに比べ，天然
海岸林としての自然度は段違いにすぐれ
ています。この天然カシワ防風林そのも
のが，地域住民にとっても北海道民に 
とっても貴重な宝物といえます。 

先人たちの高い見識と保全の努力があ
って，現在の海岸防風林に至っていま
す。その姿は，日本最大級とも言われて
います。歴史的にも自然的にも重要なこ
の防風林の木を，これ以上傷つけないで
ください。 

現時点では，ガス導管敷設ルートが未確定の
ため，対象事業実施区域は想定される範囲を示
しており，その一部が海岸防風林（保安林）を
含んでおります。 
対象事業実施区域の海岸防風林については，

方法書に記載した手法により，陸域の動植物の
現地調査を行う計画としております。 
ガス導管敷設にあたっては，海岸防風林で極

力作業を行なわないよう配慮いたします。 
やむをえず海岸防風林で作業を行なう場合

は，海岸防風林の管理者と協議し，環境保全を
図る計画としております。 

１２ Ｐ４．２-３０ 第４．２-３図（２） 
Ｐ４．２-３６ 第４．２-４図（２） 
・海生動物，海生植物についても，漁業

権のある区域の調査はしておかなくて
よいのでしょうか。 

海域の調査範囲の設定にあたり，発電所から
の温排水による水温上昇が想定される拡散範囲
を簡易的な手法により予測した結果，その範囲
は，放水口を起点として，海岸と平行に各々約
３００ｍ，沖合方向に約４００ｍとなっておりま
す。 
予測した拡散範囲から漁業権のある区域まで

は，最も近い小樽側で海岸と平行に約１ｋｍ，沖
合方向に約２ｋｍ離れていることから，漁業権の
ある区域での調査は計画しておりません。 

  



 

－２９－ 

 

６．景観 

Ｎｏ． 意見の概要 当社の見解 

１３ Ｐ３．１-１１４ 第３．１-３５図 
景観資源の位置 
・マクンベツ湿原は，とりあげられてい

ないのでしょうか。 

景観資源の状況については，国から公表され
ている「第３回自然環境保全基礎調査 北海道
自然環境情報図（胆振・石狩・空知支庁）」
（環境庁，平成元年）及び「日本の自然景観 
北海道版」（環境庁，平成元年）により把握い
たしました。 
マクンベツ湿原は，これらの資料に記載され

ていないことから，方法書に示しておりませ
ん。 

１４ Ｐ３．１-１１３ 
６．景観及び人と自然との触れ合いの活

動の場の状況 
（１）景観の状況 
・発電所を中心とした半径１０ｋｍ程度の

範囲を対象としているが，事業実施区
域は石狩湾の中心部であるため，小樽
側及び石狩市厚田，浜益側からの景観
も考慮すべきと思います。 

景観の調査地域の設定にあたっては，発電所
の煙突高さを８０ｍに計画していること，また，
対象事業実施区域は石狩平野の海岸域に位置し
平坦な場所であること等を踏まえ，方法書第
４．２-５表（Ｐ４．２-３７）に記載したとおり，対
象事業実施区域（発電所）を中心とした半径 
１０ｋｍ程度の範囲を対象としております。 
主要な眺望点については，その調査地域か

ら，不特定多数の方が利用している場所及び近
隣住民の皆さまが日常生活上慣れ親しんでいる
場所のうち，発電所を望むことができると考え
られる場所を幅広く抽出しております。 
方法書第４．２-５図（Ｐ４．２-３８）に記載した

地点において調査を行うことで，景観に係る環
境影響を予測・評価できると考えております
が，ご意見を踏まえ，半径１０ｋｍより遠方の景
観の調査地点として，小樽側から１地点，石狩
市厚田・浜益側から１地点を追加いたします。 
なお，具体的な調査地点については，今後，

現地踏査を実施した上で，選定いたします。 

１５ Ｐ４．２-３７ 
・景観の評価手法の ３ 調査地域は，半

径１０ｋｍより広げて調査すべきと思い
ます。 

１６ Ｐ３．１-１２１ 第３．１-３７図 
人と自然との触れ合いの活動の場 
・新港の両側に広がる砂浜海岸一帯（小

樽側－銭函海岸，十線浜，おたね浜，
石狩側－石狩浜）は，普段から札幌市
民を中心にレクリエーションの場とし
て使われています。その点を忘れてほ
しくありません。 

方法書第３．１-３７図（Ｐ３．１-１２１）に記載し
ている人と自然との触れ合いの活動の場につい
ては，工事中及び運転開始後の資材等の搬出入
に用いる主要な交通ルート沿道及び周辺の地域
について，情報を整理いたしました。 
小樽側の砂浜海岸については，方法書第３．１

-３７図に記載している人と自然との触れ合いの活
動の場の中から，小樽側の砂浜海岸に近い調査
地点を選定することで，資材等の搬出入による環
境影響を予測・評価できると考えております。 
石狩側の砂浜海岸については，資材等の搬出

入に用いる主要な交通ルート沿道及び周辺ではな
いことから，資材等の搬出入による環境影響は極
めて小さいと考えております。 

１７ Ｐ４．１-１０ 第４．１-３表（５） 
・表中 人と自然との触れ合いの活動の

場の項目で，地形改変及び施設の存在
の区分に対し「×」になっています
が，ごく周辺での利用があることを考
慮してほしいです。 

対象事業実施区域のうち，陸域の大部分は埋
立地であることから，新たな地形改変は行いま
せん。 
また，入手可能な最新の文献その他の資料に

おいては，対象事業実施区域及びその周囲に
は，不特定多数の方が利用している人と自然と
の触れ合いの活動の場は確認されませんでし
た。 
これらを踏まえ，地形改変及び施設の存在に

よる人と自然との触れ合いの活動の場は，環境
影響評価の項目として選定しておりません。 

１８ Ｐ４．２-３９ 
触れ合いの活動の場の評価手法 
・影響区分を見直し，地形改変及び施設

の存在も加えてほしいです。調査地点
に，両側の砂浜海岸も入れて下さい。 

 


